
静 岡 労 働 局 発 表 

平成２１年９月１８日（金） 

 

 

 

 

平成２１年度静岡県最低賃金の改正決定について 

（２円の引上げ、時間額７１３円） 

 

 

１．静岡県内の事業場で働くすべての労働者に適用される地域別最低賃金である「静岡

県最低賃金」は、静岡地方最低賃金審議会の改正答申どおり決定し、静岡労働局長

（新宅
しんたく

 友穗
とも ほ

）は、平成２１年９月１８日付け官報に公示し、平成２１年度の静岡

県最低賃金について、下記のとおり、改正決定した。 

 

２．改正された静岡県最低賃金の発効日（効力発生日）の、本年１０月２６日（月）か

らは、静岡県内で事業を営む、または静岡県内の事業場に労働者を派遣する使用者

は、その使用する労働者に対し、時間額７１３円以上の賃金を支払わなければなら

ない。 

なお、静岡県最低賃金の改正の推移は、別添の「静岡県最低賃金（地域別最低賃

金）改正の推移」のとおりである。 

 

記 

 

改 正 額 

（時間額） 

改正前金額 

（時間額） 
引上げ額 引上げ率 効力発生年月日 

７１３円 ７１１円 ２ 円 ０.２８％ 平成 21 年 10 月 26 日 

 

静岡労働局 労働基準部 賃金室 

（担当）賃 金 室 長 仲野 寛 

電話０５４－２５４－６３１５ 



日額（円） 引上額（円） 引上率（％） 時間額（円） 引上額（円） 引上率（％）

２，８４４ １８９ ７．１２ ３５６ ２４ ７．２３ S.５５.１０．６

３，０２９ １８５ ６．５０ ３７９ ２３ ６．４６ S.５６.１０．６

３，１９４ １６５ ５．４５ ４００ ２１ ５．５４ S.５７.１０．１

３，２９７ １０３ ３．２２ ４１３ １３ ３．２５ S.５８.１０．１３

３，４００ １０３ ３．１２ ４２５ １２ ２．９１ S.５９.１０．５

３，５２４ １２４ ３．６５ ４４１ １６ ３．７６ S.６０.１０．５

３，６３１ １０７ ３．０４ ４５４ １３ ２．９５ S.６１.１０．５

３，７１２ 　８１ ２．２３ ４６４ １０ ２．２０ S.６２.１０．１

３，８２４ １１２ ３．０２ ４７８ １４ ３．０２ S.６３.１０．１

３，９８０ １５６ ４．０８ ４９８ ２０ ４．１８ H.元.１０．１

４，１７３ １９３ ４．８５ ５２２ ２４ ４．８２ H.２.１０．１

４，３７９ ２０６ ４．９４ ５４８ ２６ ４．９８ H.３.１０．１

４，５６４ １８５ ４．２２ ５７１ ２３ ４．２０ H.４.１０．１

４，７０９ １４５ ３．１８ ５８９ １８ ３．１５ H.５.１０．１

４，８２４ １１５ ２．４４ ６０３ １４ ２．３８ H.６.１０．１

４，９３４ １１０ ２．２８ ６１７ １４ ２．３２ H.７.１０．１

５，０３７ １０３ ２．０９ ６３０ １３ ２．１１ H.８.１０．１

静岡県最低賃金（地域別最低賃金）改正の推移

改　定　の　状　況

昭和５５年度

昭和５６年度

平成  ３年度

平成  ４年度

発効年月日

平成  ５年度

平成  ６年度

平成  ７年度

昭和６２年度

昭和６１年度

昭和６３年度

平成元年度

平成  ２年度

平成  ８年度

昭和５７年度

昭和５８年度

昭和５９年度

昭和６０年度



日額（円） 引上額（円） 引上率（％） 時間額（円） 引上額（円） 引上率（％）

静岡県最低賃金（地域別最低賃金）改正の推移

改　定　の　状　況
発効年月日

５，１４７ １１０ ２．１８ ６４５ １５ ２．３８ H.９.１０．１

５，２３９ 　９２ １．７９ ６５６ １１ １．７１ H.１０.１０.１

５，２８６ 　４７ ０．９０ ６６２ ６ ０．９１ H.１１.１０．１

５，３２９ 　４３ ０．８１ ６６７ ５ ０．７６ H.１２.１０．１

５，３６５ 　３６ ０．６８ ６７１ ４ ０．６０ H.１３.１０．１

（日額廃止） － － ６７１ ０ － H.１４.１０．１

－ － － ６７１ ０ － 　－

－ － － ６７３ ２ ０．３０ H.１６.１０．１

－ － － ６７７ ４ ０．５９ H.１７.１０．１

－ － － ６８２ ５ ０．７４ H.１８.１０．１

－ － － ６９７ １５ ２．２０ H.１９.１０．２６

－ － － ７１１ １４ ２．０１ H.２０.１０．２６

平成１２年度

平成１９年度

平成１７年度

平成  ９年度

平成１０年度

平成１１年度

平成１３年度

平成１４年度

平成１５年度

平成２０年度

平成１６年度

平成１８年度


